
個人情報ファイル簿（単票）  

 

個人情報ファイルの名称  戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍簿  

実施機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる部課等の名称  

市民生活部市民課  

個人情報ファイルの利用目的  身分事項の記録及び公証  

個人情報ファイルの記録項目  １本籍、２氏名、３出生の年月日、４戸籍に

入つた原因及び年月日、５実父母の氏名及び

実父母との続柄、６養親の氏名及び養親との

続柄、７夫又は妻である旨、８入籍前の戸籍

の表示、９身分に関する事項、10 届出又は申

請の受附の年月日並びに事件の本人でない

者が届出又は申請をした場合には、届出人又

は申請人の資格及び氏名、11 報告の受附の年

月日及び報告者の職名、12 請求、嘱託又は証

書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日、

13 他の市町村長又は官庁からその受理した

届書、申請書その他の書類の送付を受けた場

合には、その受附の年月日及びその書類を受

理した者の職名、14 戸籍の記載を命ずる裁判

確定の年月日  

個人情報ファイルに記録される個

人の範囲  

本市に本籍を有する者  

個人情報ファイルに記録される個

人情報の収集方法  

届出資格者もしくは届出義務者からの届出

等  

要配慮個人情報の有無  □有   ☑無  

記録される個人情報を実施機関以

外の者に経常的に提供する場合に

は、その提供先  

法務大臣、税務署  

開示請求等を受理する部課等の名

称及び所在地  

名称：市民生活部市民課  

所在地：〒 300-8686 土浦市大和町９番１号  

訂正及び利用停止に関する他の法 ☑有   □無  



 

令の規定による特別の手続の有無  記録項目のすべてについて、戸籍法第２４条

及び第１１３条から１１６条に基づき訂正

できる  

個人情報ファイルの種別  ☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第

２項第２号（手

作業処理ファイ

ル）  

利用目的及び記録される個

人の範囲が個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録され

る個人の範囲の範囲内であ

る手作業処理ファイルの有

無   ☑有  □無  

備考   


